
特集  「対応」から「活用」へ 新・大学設置基準

き
で
は
な
く
、
め
ざ
す
教
育
実
現
に
向

け
、
試
し
た
い
ア
イ
デ
ア
あ
り
き
で
検

討
し
た
い
。「
特
色
強
化
の
過
程
で
、

規
定
を
超
え
る
遠
隔
授
業
が
必
要
に
な

れ
ば
申
請
を
検
討
し
始
め
る
。
特
例
制

度
は
あ
く
ま
で
手
段
。
申
請
自
体
が
目

的
で
は
な
い
」（
大
阪
電
気
通
信
大
学
）。

　
　取
り
組
み
の
１
年
前
ま
で
に
申
請
。

　申
請
は
随
時
受
け
付
け
。
審
査
期
間

は
申
請
内
容
に
よ
る
が
、
文
科
省
は
遅

く
と
も
取
り
組
み
開
始
１
年
前
の
申
請

を
求
め
る
【
P. 
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図
表
５
】。
加
え

て
申
請
前
の 

  ＊3

　
事
前
相
談
を
勧
め
て
い

る
。
新
規
に
設
置
す
る
学
部
等
の
場
合

は
、
特
例
制
度
と
設
置
認
可
、
そ
れ
ぞ

れ
の
申
請
が
必
要
だ
。
学
部
新
設
の
場

合
、
設
置
認
可
申
請
の
半
年
〜
１
年
前

ま
で
（
２
０
２
６
年
度
新
設
の
学
部
で

あ
れ
ば
、
２
０
２
４
年
９
月
ま
で
）
に

特
例
制
度
に
申
請
す
る
。

　な
お
、
認
定
前
で
も
、
直
接
的
な
学

生
募
集
行
為
（
募
集
要
項
の
配
布
等
）

を
除
け
ば
、   ＊4

　
広
報
は
行
っ
て
よ
い
。

　
　２
つ
の
要
件
が
あ
る【
図
表
６
】。

　①
の
機
関
要
件
は
、
質
保
証
、
情
報

公
表
、
健
全
な
運
営
を
求
め
る
も
の
。

申
請
対
象
の
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
け
で

な
く
、
大
学
全
体
と
し
て
満
た
し
て
い

る
こ
と
を
書
面
で
説
明
す
る
。

　②
の
取
り
組
み
自
体
の
要
件
は
、
目

的
、内
容
、計
画
、先
進
性
な
ど
が
問
わ

れ
る
。
中
教
審
大
学
分
科
会
に
設
置
さ

れ
た
特
例
制
度
の
運
営
委
員
会
が
審
査

し
、内
容
に
よ
っ
て
面
接
審
査
や
、改
善

点
等
の
指
摘
↓
書
類
再
提
出
の
工
程
を

挟
む
場
合
も
あ
る
。
先
進
的
と
認
め
ら

れ
る
取
り
組
み
の
基
準
は
な
い
た
め
、

先
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
参
照
し
、
事
前

相
談
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
認
定
事

例
が
出
た
際
は
内
容
に
注
目
し
た
い
。

　
　学
則
変
更
、２
種
の
報
告
書
作
成
。

　特
例
制
度
の
適
用
に
伴
う
取
り
組
み

が
自
学
の
既
存
の
学
則
に
そ
ぐ
わ
な
い

場
合
、
学
則
変
更
の
手
続
き
を
行
う
。

　文
科
省
に
対
し
て
は
、「
実
施
状
況

報
告
書
」「
教
育
効
果
検
証
報
告
書
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
【
図
表
８
】。

状
況
の
記
録
、
効
果
測
定
の
計
画
立
案

を
進
め
た
い
。
両
書
類
に
記
載
す
べ
き

内
容
は
、
今
後
、
運
営
委
員
会
か
ら
発

表
さ
れ
る
予
定
だ
。

　認
定
後
に
計
画
を
変
更
す
る
際
は
、

文
科
省
に
届
け
出
る
。
変
更
範
囲
が
、

取
り
組
み
対
象
の
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
や

特
例
対
象
規
定
に
及
ぶ
場
合
、
再
審
査

を
受
け
る
。
取
り
組
み
中
に
期
間
延
長

を
申
請
す
る
場
合
も
再
審
査
と
な
る
。
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＊３ https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/web_soudan.html
＊４ 特例制度に申請中であり、内容に変更があり得ることを明確に示す必要がある

＊文部科学省「大学設置基準等における教育課程等に係る特例制度の申請・審査（令和５年度）について」（2023年）を基にBetween編集部にて作成  

＊文部科学省「大学設置基準等における教育課程等に係る特例制度の申請・審査（令和５年度）について」（2023年）や同省Ｑ＆Ａを基にBetween編集部にて作成 

＊【図表７、８】文部科学省「大学設置基準等における教育課程等に係る特例制度の申請・審査（令和５年度）について」（2023年）を参考にBetween編集部にて作成  

　
　12
の
規
定
が
対
象
、
学
位
プ
ロ
グ

ラ
ム
単
位
で
の
申
請
・
認
可
が
必
要
。

　ま
ず
、
文
科
大
臣
に
申
請
し
て
認
め

ら
れ
る
と
適
用
さ
れ
る
特
例
対
象
規
定

は
【
図
表
２
】
の
条
項
に
限
定
さ
れ
る
。

こ
の
中
か
ら
１
つ
、
ま
た
は
複
数
を
指

定
し
て
申
請
す
る
。
申
請
は
学
位
プ
ロ

グ
ラ
ム
単
位
で
、
申
請
し
た
期
間
内
に

限
っ
て
特
例
が
認
め
ら
れ
る【
図
表
３
】。

期
間
を
区
切
る
の
は
、
文
科
省
が
設
置

基
準
の
改
善
に
向
け
て
検
証
を
行
う
た

め
だ
と
い
う
。【
図
表
４
】
は
、
文
科

省
が
示
し
た
想
定
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
だ
。

め
ざ
す
教
育
実
現
に
向
け
、
遠
隔
授
業

の
単
位
上
限
を
緩
和
し
、
国
内
外
を
移

動
し
な
が
ら
遠
隔
授
業
を
フ
ル
活
用
し

て
学
ぶ
ケ
ー
ス
①
、
授
業
科
目
を
自
学

で
開
設
す
る
原
則
を
緩
和
し
、
他
大
学

の
科
目
を
大
幅
に
取
り
込
む
ケ
ー
ス
②

が
あ
る
。
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
沿
う
計
画

は
審
査
が
簡
易
化
さ
れ
る
た
め
、
準
備

期
間
の
短
縮
が
期
待
で
き
る
。

　こ
れ
ら
の
例
を
頭
に
入
れ
た
う
え
で

各
大
学
が
行
い
た
い
の
は
、
制
約
が
な

け
れ
ば
何
を
し
た
い
の
か
、
ア
イ
デ
ア

を
広
げ
る
こ
と
だ
ろ
う【
図
表
１
】。「
特

例
を
申
請
し
な
く
て
も
実
質
的
に
は
総

授
業
数
の
概
ね
４
分
の
３
ま
で
は
遠
隔

授
業
に
で
き
る
し
、
他
大
学
の
授
業
を

取
り
込
む
に
は
大
学
等
連
携
推
進
法
人

制
度
も
あ
る
」（
宮
林
氏
）。
申
請
あ
り

【図表6】特例の認定に必要な２つの要件まとめ
①機関としての要件

要件

記載すべき内容が明らかにされているか 記載項目横断的に確認するポイント

詳細
森岡 文子

―大学設置基準改正の狙いは？
　学修者本位の教育への転換と社会に開かれた質
保証システムを重視する従来の改正の流れを引き継ぎ
ながら、最低限の水準を厳格に担保しつつ、「客観性、
わかりやすさ」「学修／教育成果の可視化のしやすさ」
「先導性、制度運用の柔軟性」を向上させることが狙い
です。少子化、デジタル化等の社会変化、また入学者
の多様化に対応するために、各大学は自学の教育を
不断に見直し、新たな形に展開させていくことと思いま
す。新設置基準は、そうした各大学ならではの取り組み
を、これまで以上に実現しやすくするものです。

―基準改正で大幅に規制が緩和されたのに、さら
に自由度を高める「特例制度」を設けた理由は？
　設置基準は、高等教育への社会ニーズを考えたとき
に、全大学が満たすべき基準です。つまり「規制緩和」
は、将来の社会変化に大学が対応するには、それだけ
柔軟な対応が必要であろうという判断でもあります。そ
れでも、より先進的な改革で社会の期待に応えようとす
れば、基準が足かせになることもあるでしょう。内部質保
証を確立したうえで、時代に応じて教育を大きく変えた
いという大学の声を反映して、特例制度を設けました。
　一部の基準の緩和により優れた事例が生まれ、その
事例に汎用性があるならば、現基準に改善の余地があ
ると言えます。特に遠隔授業についてはコロナ禍以降
急速に広まったこともあり、今後の設置基準改正の参
考となる事例の誕生に期待しています。

―申請や問い合わせの状況は？
　意向調査では、申請予定52校、今後検討が４００校
と、一定の関心を確認できました【図表７】。一方、２０２
４年1月現在で申請３件、問い合わせが４件なのは、ま
だ制度の理解や具体策の検討が進行中であるほか、
補助金が出ないことも影響しているのかもしれません。
特例制度は大学自身がめざす教育研究を実施しやすく
するための恒常的な制度であり、補助金により国からス
ポット的に予算を割くことはなじまないと考えています。
なお、申請中の３件は、大学と改善・修正のやり取りをし
ているところで、認定の可否や時期は未定です。

―全国の大学にメッセージを。
　設置基準は、大学が大学としての機能を果たすため
の必須条件です。基準に沿って取り組みを見直すこと
により、自学の社会におけるポジションをあらためて位
置付けるきっかけにしてほしいと思います。その過程で、
基準を超えた取り組みが必要になれば、特例制度の活
用をお勧めします。Zoomによる相談や、直接ご説明に
伺うこともできます。よくわからない、興味があるという段
階でも、ご遠慮なくお問い合わせください。

文部科学省 高等教育局 
大学教育・入試課 法規係長「

特
例
制
度
」
を
設
け
た
理
由
は
？

 

〜
大
学
に
自
由
で
自
律
的
な
取
り
組
み
を
促
し
た
い

もりおかふみこ●2019年文部科学省
入省。研究振興局振興企画課学術企
画室、科学技術・学術政策局人材政策
課人材政策推進室などを経て、2023年
より現職。

先導的な教育において、そ
の全部又は一部によらな
いこととする特例対象規定

先導的な教育の実施が、当該
先導的な教育を行わない場合
に比して教育研究水準の向
上に資する取組である根拠

学生に対する適切な配慮
のための具体的な措置

先導的な教育の実施を通
じて得られる教育効果の
検証に係る計画

内部質保証の体制整備について、自学のWebサイト掲載情報等を提出。認証評価
で改善等が指摘されている場合には、当該指摘と対応状況も提出

「教学マネジメント指針」の情報公表事項の例を参考に、特に積極的に行っている
情報公表の内容を記載

①役員等の個人の法令違反のうち業務に関連するもの、労働基準法違反も含め、事業者として
適用される全ての法令が対象／一時的な基準違反で改善等が認められれば欠格事由としない
②修学支援新制度における「経営要件」を満たさない状態　
③不適正な管理運営により私学助成が全額不交付となった場合などを想定

※大学等が養成しようとする人材の在り方等に照らし、先導的な教育の実施
により期待される効果に触れつつ、目指すべき姿を明らかにして記載すること。

※先導的な教育を行う学部等の名称を記載すること。当該学部等が複数にわ
たる場合は、当該学部等の名称を全て記載すること。

※特例対象規定の条項（例：大学設置基準第32条第５項）を記載すること。

※大学等が行おうとする先導的な教育について、教育課程編成の基本的な
考え方のほか、授業科目や教育活動の概要、教員等も含めた教育実施体制
の確保、成績評価の際の留意点等の観点から、具体的に記載すること。

※先導的な教育の実施が、申請目的を達成する上で、必要不可欠又はその効
果的・効率的な実施に当たり合理的であり、大学の教育研究水準の向上に資
することを具体的に記載すること。
※特例対象規定の規制緩和が、先導的な教育を行う上で、必要不可欠又はそ
の効果的・効率的な実施に当たり合理的であることを具体的に記載すること。

※先導的な教育の実施について、あらかじめ、学生募集の際に適切に周知や
在学生に対する丁寧な説明を行うことや、実施後も学生からの意見聴取や相
談受付けの仕組みを整備すること等の配慮措置を具体的に記載すること。
※特例対象規定の規制緩和に対する学生保護の観点も記載すること。

※あらかじめ、検証の実施に係るスケジュールのほか、教育効果・成果の測定
方法、測定指標等を掲げること。
※可能な限り定量的な達成目標を設定すること。
※先導的な教育の取組に係るＰＤＣＡサイクルを機能させるための考え方（内
部質保証）を記載すること。

※「期間」だけでなく「始期」及び「終期」も記載すること。
※学部等の設置認可の申請を予定している場合には、開設希望年度とともに
その旨を記載すること。

□教育研究活動等の状況を積極的に公表していること

申請目的

先導的な教育を行う学部等

先導的な教育の実施内容

実施予定期間

□申請日の直近の認証評価において適合認定
（分野別認証評価を除く）を受けていること

□申請の日前五年以内に次のいずれにも該当しないこと
①法令の規定、寄附行為、定款等に違反したこと　
②財政状況が健全でなくなったこと
③教育条件・管理運営が適正を欠くに至ったこと

②先導的な取組に係る要件（申請計画書の記載事項）

□自己点検評価・見直しの体制が十分整備されていること

確認1

確認2

□当該大学等の人材養成の目的
と、本取組による先導的な教育内
容とが整合的か。
□本取組は、申請目的を達成する
のに必要十分な内容か。

□本取組の内容は、具体性・継続性・
教育の質の確保の観点から、妥当か。
□本取組の内容は、円滑かつ確実
に実施されると見込まれるか。（実現
可能性があるか、本取組の基礎とな
る教育改革の取組などはあるか）

□本取組の内容は、先進性、他大学等
への波及可能性があるか。（他大学等
を牽引する先駆的なモデルと言えるか）

□達成目標の設定方法・内容は、
明確かつ妥当か。

□本取組による先導的な教育内容
と規制緩和の内容とが整合的か。

※記載事項等は、第１サイクルの申請状況を踏まえ、運営委員会で審議、決定

【図表8】認定後に提出すべき２種の報告書
報告書 頻度・時期 備考

実施状況
報告書

認定期間中１回、
終了後３か月以内

教育効果検証
報告書

年１回、
毎年度の終了後
３か月以内

Ｗｅｂサイトで
公表している場合は
そのＵＲＬでも可

報告書を作成し
文科大臣に提出

【図表７】特例制度の意向調査結果 
計

2022年度申請予定

2023年度以降
２～３年のうちに申請
今後検討（時期未定）
なし
計
（回答率）
調査期間：2022年11月30日～2023年1月31日  回答数：688件

大学意向 専門職大学 短期大学 高等専門学校
1

1

29

14
45

（79％）

0

2

63

78
143

（46％）

0

0

7

2
9

（60％）

4

44

301

142
491

（62％）

5

47

400

236
688

（59％）

文科省に聞く！

　
　先
導
的
な
取
り
組
み
の
促
進
と
、

今
後
の
設
置
基
準
改
正
の
参
考
材
料
。

　本
制
度
の
「
特
例
」
は
、「
設
置
基
準

外
の
取
組
の
認
定
」を
指
す【
図
表
１
】。

文
科
省
が
挙
げ
る
目
的
は
２
つ
。
１
つ

は
、「
基
準
に
よ
ら
な
い
先
導
的
な
取

組
の
促
進
」。
型
に
と
ら
わ
れ
な
い
発

想
で
、
新
た
な
教
育
モ
デ
ル
を
手
掛
け

る
大
学
を
後
押
し
す
る
。も
う
１
つ
は
、

「
今
後
の
大
学
設
置
基
準
改
善
の
た
め
」。

今
般
の
改
正
も
、
実
質
、
一
部
の
大
学

の
先
導
的
な
取
り
組
み
の
「
追
認
」
と

い
う
側
面
も
あ
り
、補
助
金
は
な
い
が
、

新
し
い
教
育
を
試
す
に
は
有
用
な
制
度

だ
。
し
か
し
、
申
請
件
数
は 

    ＊1

　
現
状
3

件
。
大
学
の
注
目
度
は
高
い
と
は
言
え

な
い
。
そ
も
そ
も
改
正
項
目
自
体
で
大

幅
な
規
制
緩
和
が
な
さ
れ
て
い
る
た

め
、
特
例
を
活
用
す
る
ま
で
に
は
至
ら

な
い
大
学
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
で
、
申
請
に
前
向
き
な
大
学
も
あ

る
。「
新
設
予
定
の
デ
ジ
タ
ル
・
グ
リ
ー

ン
学
部
で
は
、
本
学
が
現
在
扱
っ
て
い

な
い
分
野
の
科
目
も
必
要
。
他
大
学
の

Ｄ
Ｘ・Ｇ
Ｘ
関
連
科
目
を
自
学
で
受
講

さ
せ
る
と
な
れ
ば
、
申
請
検
討
の
余
地

が
あ
る
」（
共
愛
学
園
前
橋
国
際
大
学
）。

「
柔
軟
な
ア
イ
デ
ア
が
許
容
さ
れ
る
新

設
置
基
準
の
、
象
徴
の
よ
う
な
制
度
。

学
長
、
副
学
長
が
有
効
な
活
用
方
法
を

模
索
し
て
い
る
」（
神
田
外
語
大
学
）。

A Q.

申
請
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？

A Q.

申
請
・
認
定
の
要
件
は
？

A Q.

認
定
後
す
べ
き
事
は
？

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

撮影／亀井宏昭
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